
丹波川漁業協同組合遊漁規則の変更について 
 

変更の概要 丹波山村川つり場特別遊漁料金の変更 
新旧対照表（下線：変更部分） 

変更案 現行規則 
丹波川漁業協同組合内共第６号第五種共同漁業権遊漁規則 
 
第１～第３条  略 
 
第４条  
第１～第２項  略 
３ 第３条第３項の特別遊漁料は次表のとおりとする。 
魚種 期間 数量 特別遊漁料（円） 
やまめ １日 10尾 3,500 
ます 同上 10尾 3,500 

 
第４条第５項～第８条 略 
 
附則（施行期日） 
この規則は平成２６年１月１日から施行する。 
この規則は令和４年１月１日から施行する。 
 

丹波川漁業協同組合内共第６号第五種共同漁業権遊漁規則 
 
第１～３条 略 
 
第４条  
第１～第２項  略 
３ 第３条第３項の特別遊漁料は次表のとおりとする。 
魚種 期間 数量 特別遊漁料（円） 
やまめ １日 １人１kg 3,000 
ます 同上 １人2kg 3,000 

 
第４条第５項～第８条 略 
 
附則（施行期日） 
この規則は平成２６年１月１日から施行する。 
                      

 

 


